
 

（単位：百万円）

金　　　　　額 金　　　　　額

217,791 1,810,570

現 金 23,156 108,738

預 け 金 194,635 1,018,244

885 7,566

2,301 7,278

60 646,332

商 品 地 方 債 60 4,848

365,562 17,561

国 債 54,937 77,002

地 方 債 61,571 75,000

社 債 65,054 75,000

株 式 37,386 18

そ の 他 の 証 券 146,613 18

1,470,880 9,652

割 引 手 形 1,613 101

手 形 貸 付 9,171 2,567

証 書 貸 付 1,310,661 558

当 座 貸 越 149,434 396

2,448 0

外 国 他 店 預 け 2,448 3,973

買 入 外 国 為 替 0 839

30,249 45

未 決 済 為 替 貸 75 1,171

前 払 費 用 55 510

未 収 収 益 1,771 75

金 融 派 生 商 品 7,306 110

金 融 商 品 等 差 入 担 保 金 3,679 85

そ の 他 の 資 産 17,361 119

9,893 2,574

建 物 4,991 10,953

土 地 3,104 1,986,673

建 設 仮 勘 定 678

そ の 他 の 有 形 固 定 資 産 1,120 15,295

4,607 11,144

ソ フ ト ウ ェ ア 1,323 11,144

ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定 3,106 78,710

そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 177 4,151

3,621 74,559

10,953 固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 36

△ 12,544 別 途 積 立 金 71,604

繰 越 利 益 剰 余 金 2,918

105,150

14,926

△ 37

14,889

120,040

2,106,713 2,106,713

貸借対照表（２０２１年３月３１日現在）

株 式 会 社 三 十 三 銀 行

第２０９期　決 算 公 告
2021年6月29日

（旧　株 式 会 社 三 重 銀 行）

三重県四日市市西新地７番８号

前 払 年 金 費 用

利 益 剰 余 金

資 本 金

支 払 承 諾

取締役頭取   渡辺　三憲

金 融 商 品 等 受 入 担 保 金

有 形 固 定 資 産

睡 眠 預 金 払 戻 損 失 引 当 金

執 行 役 員 退 職 慰 労 引 当 金

資 産 除 去 債 務

通 知 預 金

借 用 金

定 期 預 金

株 式 給 付 引 当 金

無 形 固 定 資 産

（ 純 資 産 の 部 ）

退 職 給 付 引 当 金

そ の 他 資 産

そ の 他 の 負 債

賞 与 引 当 金

未 払 法 人 税 等

未 決 済 為 替 借

給 付 補 填 備 金

未 払 外 国 為 替

当 座 預 金

普 通 預 金

貯 蓄 預 金

外 国 為 替

譲 渡 性 預 金

定 期 積 金

資 産 の 部 合 計

貸 倒 引 当 金

借 入 金

そ の 他 負 債

前 受 収 益

未 払 費 用

利 益 準 備 金

支 払 承 諾 見 返

負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計

貸 出 金

現 金 預 け 金

科　　　　　　目 科　　　　　　目

（ 資 産 の 部 ）

預 金

（ 負 債 の 部 ）

金 融 派 生 商 品

買 入 金 銭 債 権

負 債 の 部 合 計

コ ー ル ロ ー ン

繰 延 税 金 負 債

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益

外 国 為 替

そ の 他 の 預 金有 価 証 券

商 品 有 価 証 券

評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計

純 資 産 の 部 合 計

そ の 他 利 益 剰 余 金

株 主 資 本 合 計

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金

資 本 剰 余 金

資 本 準 備 金



 
（単位：百万円）

金　　　　　　　　　　　額

33,036

17,499

13,953

3,418

3

99

24

7,063

1,017

6,045

1,396

90

175

30

1,086

13

7,077

0

6,939

138

28,725

330

287

5

0

37

△ 0

1,725

264

1,460

791

0

328

461

18,781

7,097

6,638

1

375

81

4,310

0

0

910

46

864

3,400

3,394

△ 2,367

1,026

2,373

　　　　　　　　　　損益計算書　
２０２０年４月  １日から
２０２１年３月３１日まで

科　　　　　目

経 常 収 益

資 金 運 用 収 益

貸 出 金 利 息

有 価 証 券 利 息 配 当 金

コ ー ル ロ ー ン 利 息

預 け 金 利 息

そ の 他 の 受 入 利 息

役 務 取 引 等 収 益

受 入 為 替 手 数 料

そ の 他 の 役 務 収 益

そ の 他 業 務 収 益

外 国 為 替 売 買 益

国 債 等 債 券 売 却 益

国 債 等 債 券 償 還 益

金 融 派 生 商 品 収 益

そ の 他 の 業 務 収 益

そ の 他 経 常 収 益

償 却 債 権 取 立 益

株 式 等 売 却 益

そ の 他 の 経 常 収 益

経 常 費 用

資 金 調 達 費 用

預 金 利 息

譲 渡 性 預 金 利 息

借 用 金 利 息

金 利 ス ワ ッ プ 支 払 利 息

そ の 他 の 支 払 利 息

役 務 取 引 等 費 用

支 払 為 替 手 数 料

そ の 他 の 役 務 費 用

そ の 他 業 務 費 用

商 品 有 価 証 券 売 買 損

国 債 等 債 券 売 却 損

国 債 等 債 券 償 却

営 業 経 費

そ の 他 経 常 費 用

貸 倒 引 当 金 繰 入 額

貸 出 金 償 却

株 式 等 売 却 損

そ の 他 の 経 常 費 用

経 常 利 益

特 別 利 益

固 定 資 産 処 分 益

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

法 人 税 等 調 整 額

法 人 税 等 合 計

当 期 純 利 益

特 別 損 失

固 定 資 産 処 分 損

減 損 損 失

税 引 前 当 期 純 利 益



 

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

重要な会計方針 

１．商品有価証券の評価基準及び評価方法 

商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っております。 

２．有価証券の評価基準及び評価方法 

有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、子会社株式につい

ては移動平均法による原価法、その他有価証券については原則として決算日の市場価格等に基づく時価法（売却

原価は移動平均法により算定）、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法

による原価法により行っております。 

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

３．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

４．固定資産の減価償却の方法 

（１）有形固定資産（リース資産を除く） 

有形固定資産は、定率法（ただし、１９９８年４月１日以後に取得した建物（建物附属設備を除く。）並びに

２０１６年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用しております。 

また、主な耐用年数は次のとおりであります。 

       建  物     ３年 ～ ５０年 

      そ の 他     ３年 ～ ２０年 

（２）無形固定資産（リース資産を除く） 

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内におけ

る利用可能期間（５年）に基づいて償却しております。 

５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建の資産・負債は、決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

６．引当金の計上基準 

（１）貸倒引当金 

貸倒引当金は、資産の自己査定基準に基づき資産査定を実施し、判定した債務者区分と債権分類に応じ

て、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」（日本公認

会計士協会銀行等監査特別委員会報告第４号 ２０２０年１０月８日）に規定する正常先債権及び要注意先

債権に相当する債権については、主として今後１年間の予想損失額又は今後３年間の予想損失額を見込んで

計上しており、予想損失額は、１年間又は３年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間にお

ける平均値に基づき損失率を求め、算定しております。破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額

から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を計上

しております。破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から、担保の処分可能見

込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額を計上しております。 

 また、破綻懸念先及び貸出条件緩和債権を有する債務者等で与信額が一定額以上の大口債務者のうち、債権

の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、

当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒

引当金とする方法（キャッシュ・フロー見積法）により計上しております。 

 すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業部店及び審査部門が資産査定を実施し、当該部署から

独立した監査部が査定結果を監査しております。 

（２）賞与引当金 

賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年

度に帰属する額を計上しております。 



（３）退職給付引当金 

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年

度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。なお、過去勤務費用及び数理

計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。 

      過去勤務費用：その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（１０年）による定額法によ

り損益処理 

      数理計算上の差異：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（１０年）によ

る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理 

追加情報 

 当行は、２０２１年５月１日付（施行日）で、合併に伴う制度統一の一環として、確定給付企業年金制度を

新たな確定給付企業年金制度へ移行するとともに、退職一時金制度を確定拠出年金制度へ移行し、「退職給付

制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第１号 ２０１６年１２月１６日）及び「退職給付

制度間の移行等の会計処理に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第２号 ２００７年２月７日）を適用して

おります。新たな確定給付企業年金制度への移行に伴い発生する過去勤務費用については、当事業年度の改訂

日（従業員に周知された日）から、従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（１０年）による定額法により

損益処理することとしております。なお、本移行による当事業年度の財務諸表に与える影響は軽微であります。 

重要な後発事象 

追加情報に記載しております、退職一時金制度を確定拠出年金制度へ移行する部分については、退職給付制

度一部終了の処理を翌事業年度に行う予定であります。なお、本移行による翌事業年度の財務諸表に与える影

響は軽微であります。 

（４）執行役員退職慰労引当金 

執行役員退職慰労引当金は、執行役員への退職慰労金の支払いに備えるため、執行役員に対する退職慰労金

の支給見積額のうち、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しております。 

（５）株式給付引当金 

株式給付引当金は、役員株式給付規程に基づく当行の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除

く。）及び執行役員への株式会社三十三フィナンシャルグループ普通株式の給付等に備えるため、当事業年度

末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。 

（６）睡眠預金払戻損失引当金 

睡眠預金払戻損失引当金は、利益計上した睡眠預金について預金者からの払戻請求に基づく払戻損失に備

えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を引当てております。 

７．ヘッジ会計の方法 

（１）金利リスク・ヘッジ 

金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基準適

用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第２４号 ２０２０年１

０月８日）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺す

るヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の（残存）

期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについて

は、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価をしております。 

（２）為替変動リスク・ヘッジ 

外貨建の金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建

取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第２５号 

２０２０年１０月８日）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨

建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッ

ジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在する

ことを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。 

 



８．消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、有

形固定資産等に係る控除対象外消費税等はその他の資産に計上し、5年間で均等償却を行っております。 

 

 

表示方法の変更 

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第３１号 ２０２０年３月３１日）を当事業年度

の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。 

 

 

重要な会計上の見積り 

会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る財務諸表

に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。 

貸倒引当金 

（１）当事業年度に係る財務諸表に計上した額 貸倒引当金 １２，５４４百万円 

（２）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報  

①算出方法 

貸倒引当金の算出方法は、「重要な会計方針」「６．引当金の計上基準」「（１）貸倒引当金」に記載

しております。 

なお、貸倒引当金算定にあたり、見積りの要素となる債務者区分は、債務者の財務情報等の定量的な情

報に加え、将来の業績見通しやキャッシュ・フローの状況等の定性的な要因に関連する情報も勘案して判

定しております。 

②主要な仮定  

主要な仮定は、「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通しやキャッシュ・フローの状況」

であり、特に事業性貸出先については、各債務者の収益獲得能力や債務償還能力、経営改善計画の内容や

進捗状況等を踏まえ、個別に評価し、設定しております。 

また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響は、今後１年程度継続するものと想定しております。

一部の業種等への影響については、個別の債務者における直近の業績や資金繰り状況を考慮して、自己査

定結果に基づき貸倒引当金を計上しておりますが、政府や自治体の経済対策や金融機関による支援等によ

り、貸出金に多額の損失が発生する事態には至らないという仮定を置いております。 

③翌事業年度に係る財務諸表に及ぼす影響  

個別貸出先の業績変化や新型コロナウイルス感染症拡大を含む経済環境の変化等により、当初の見積り

に用いた仮定が変化した場合は、翌事業年度に係る財務諸表における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可

能性があります。 

 

 

注記事項 

（貸借対照表関係） 

１．関係会社の株式総額       ２，９３６百万円 

２．貸出金のうち、破綻先債権額は１，９８５百万円、延滞債権額は２４，３１７百万円であります。 

  なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は

利息の取立て又は 

弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下、「未収利息

不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（１９６５年政令第９７号）第９６条第１項第３号イからホ

までに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金であります。 

  また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ること

を目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。 

３．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は１４６百万円であります。 



なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸出金

で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 

４．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は９５３百万円であります。 

  なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払

猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及

び３カ月以上延滞債権に該当しないものであります。 

５．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は２７，４０２百万円で

あります。 

  なお、上記２．から５．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

６．手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協

会業種別委員会実務指針第２４号 ２０２０年１０月８日）に基づき金融取引として処理しております。これ

により受け入れた商業手形及び買入外国為替は、売却又は再担保という方法で自由に処分できる権利を有して

おりますが、その額面金額は、１，６１３百万円であります。 

７．ローン・パーティシペーションで、「ローン・パーティシペーションの会計処理及び表示」（日本公認会計士

協会会計制度委員会報告第３号 ２０１４年１１月２８日）に基づいて、原債務者に対する貸出金として会計

処理した参加元本金額のうち、貸借対照表計上額は、４，０２４百万円であります。 

８．担保に供している資産は次のとおりであります。 

 担保に供している資産 

有価証券 ９２，４００ 百万円 

 担保資産に対応する債務 

預金 ６，５５９ 百万円 

借用金 ７５，０００ 百万円 

 上記のほか、為替決済等の取引の担保として、有価証券５，９１９百万円及びその他の資産２７７百万円を差

し入れております。 

 また、その他の資産には、中央清算機関差入証拠金１５，０００百万円及び敷金・保証金９４９百万円が含ま

れております。 

９．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、

契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約でありま

す。これらの契約に係る融資未実行残高は、２９４，１００百万円であります。このうち原契約期間が１年以内

のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なものが２３６，３４１百万円あります。 

  なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも

当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、

債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額を

することができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保

を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の

見直し、与信保全上の措置等を講じております。 

10．有形固定資産の減価償却累計額      １７，８８１百万円 

11．有形固定資産の圧縮記帳額           ６７８百万円 

12. 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する当行の保

証債務の額は２１，５１７百万円であります。 

13. 関係会社に対する金銭債権総額       ８，２８４百万円 

14. 関係会社に対する金銭債務総額       ９，７５０百万円 

15．銀行法施行規則第１９条の２第１項第３号ロ(10)に規定する単体自己資本比率（国内基準）は、７．７７％であり

ます。 

 

 

 

 



 

（損益計算書関係） 

１．関係会社との取引による収益 

  資金運用取引に係る収益総額             ３２百万円 

  役務取引等に係る収益総額             １４１百万円 

  その他業務・その他経常取引に係る収益総額      １４百万円 

 関係会社との取引による費用 

  資金調達取引に係る費用総額              ０百万円 

  役務取引等に係る費用総額             ２３６百万円 

  その他業務・その他経常取引に係る費用総額     ３３８百万円 

２．「減損損失」は、移転、廃止の決定及び営業キャッシュ・フローの低下がみられる営業用店舗等について、帳簿

価額を回収可能価額まで減額したものであります。 

地域 主な用途 種類    減損損失 

三重県内 営業用店舗等１４か所 
土地、建物及び 

その他の有形固定資産等 
７１１百万円 

  (うち土地          ２７７百万円) 

  (うち建物          １５８百万円) 

  (うちその他の有形固定資産等 ２７５百万円) 

三重県外 営業用店舗４か所 
土地、建物及び 

その他の有形固定資産等 
１５３百万円 

  (うち土地           ５５百万円) 

  (うち建物           ４１百万円) 

  (うちその他の有形固定資産等  ５６百万円) 

合 計   ８６４百万円 

  (うち土地          ３３２百万円) 

  (うち建物          ２００百万円) 

  (うちその他の有形固定資産等 ３３１百万円) 

当行は、営業用店舗については、店舗単位のキャッシュ・フローが相互補完的であるエリア単位で、移転、

廃止予定資産及び遊休資産については、各資産単位でグルーピングしております。また、本部、事務センター、

寮、社宅等については、独立したキャッシュ・フローを生み出さないことから共用資産としております。 
なお、当事業年度において減損損失の測定に使用した回収可能価額は正味売却価額であり、正味売却価額は

主として不動産鑑定評価額等に基づき算定しております。 

 

 

 

（有価証券関係） 

貸借対照表の「国債」「地方債」「社債」「株式」「その他の証券」のほか、「商品有価証券」が含まれております。 

１．売買目的有価証券（２０２１年３月３１日現在） 

 当事業年度の損益に含まれた評価差額（百万円） 

売買目的有価証券 △ ０ 

 

 

 

 

 

 



２． 満期保有目的の債券（２０２１年３月３１日現在） 

 
種 類 

貸借対照表 

計上額（百万円） 

時 価 

（百万円） 

差 額 

（百万円） 

時価が貸借対照表 

計上額を超えるもの 

国債 ― ― ― 

地方債 ― ― ― 

短期社債 ― ― ― 

社債 ― ― ― 

その他 ― ― ― 

 外国債券 ― ― ― 

 その他 ― ― ― 

小 計 ― ― ― 

時価が貸借対照表 

計上額を超えない 

もの 

国債 ― ― ― 

地方債 ― ― ― 

短期社債 ― ― ― 

社債 ― ― ― 

その他 ５，０００ ４，９６７ △ ３２ 

 外国債券 ５，０００ ４，９６７ △       ３２ 

その他 ― ―  ― 

小 計 ５，０００ ４，９６７ △ ３２ 

合  計 ５，０００ ４，９６７ △ ３２ 

 

３．子会社・子法人等株式及び関連法人等株式（２０２１年３月３１日現在） 

該当ございません。 

 

(注） 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社・子法人等株式及び関連法人等株式 

 貸借対照表計上額（百万円） 

子会社・子法人等株式 ２，９３６   

 関連法人等株式 － 

合 計   ２，９３６   

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「子会社・

子法人等株式及び関連法人等株式」には含めておりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４．その他有価証券（２０２１年３月３１日現在） 

 
種 類 

貸借対照表 

計上額（百万円） 

取得原価 

（百万円） 

差 額 

（百万円） 

貸借対照表計上額 

が取得原価を超える

もの 

株式 ３２，８４０ １２，４９０  ２０，３５０ 

債券 １２７，７０６ １２６，５６０  １，１４６ 

 国債 ２０，５０９ ２０，１５９  ３５０  

 地方債 ５０，０９１ ４９，８００  ２９１ 

 短期社債 ― ―  ― 

 社債 ５７，１０４ ５６，５９９  ５０４ 

その他 ７３，８２０ ６９，６９７  ４，１２２ 

 外国債券 ４３，５３９ ４１，２８２  ２，２５７ 

 その他 ３０，２８０ ２８，４１５  １，８６４ 

小 計 ２３４，３６７ ２０８，７４８  ２５，６１９ 

貸借対照表計上額 

が取得原価を超え 

ないもの 

株式 ９２６ １，０４５ △ １１８  

債券 ５３，８５６ ５４，６５０ △ ７９３        

 国債 ３４，４２７ ３５，０４９ △ ６２２ 

 地方債 １１，４７９ １１，５１４ △ ３４         

 短期社債 ― ―  ― 

 社債 ７，９５０ ８，０８６ △ １３６        

その他 ６６，３４６ ６９，９１０ △ ３，５６４        

 外国債券 ２５，０３５ ２５，７２１ △ ６８６       

 その他 ４１，３１０ ４４，１８８ △ ２，８７７       

小 計 １２１，１２９ １２５，６０６ △ ４，４７６       

合  計 ３５５，４９６ ３３４，３５４  ２１，１４２ 

 

（注）時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券 

 貸借対照表計上額（百万円） 

株式 ６８１ 

 その他 １，４４７ 

合 計   ２，１２８ 

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の

「その他有価証券」には含めておりません。 

 

５．当事業年度中に売却したその他有価証券（自 ２０２０年４月１日 至 ２０２１年３月３１日） 

 売却額 
（百万円） 

売却益の合計額 
（百万円） 

売却損の合計額 
（百万円） 

株式 １０，４３９ ４，７４１ １４８ 

債券 １，３０１ １２ ― 

 国債 ― ― ― 

 地方債 ― ― ― 

 短期社債 ― ― ― 

 社債 １，３０１ １２ ― 

その他 １２，８７０ ２，３３４ ５５６ 

 外国債券 ２，０９８ １９ ― 

 その他 １０，７７１ ２，３１５ ５５６ 

合  計 ２４，６１１ ７，０８８ ７０４ 



６．減損処理を行った有価証券  

売買目的有価証券以外の有価証券（時価を把握することが極めて困難なものを除く。）のうち、当該有
価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認
められないものについては、当該時価をもって貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当事業年
度の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。 
当事業年度における減損処理額は４６１百万円（その他）であります。 
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、以下のとおりであります。 
時価のあるものについては、時価が取得原価に比べて、３０％以上下落したものを「著しく下落した」

とし、そのうち５０％以上下落したものは原則全額、３０％以上５０％未満下落したものは、回復可能
性があると認められるもの以外について減損処理を行っております。市場価格のない株式については、
当該株式の発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときは、原則実質価額まで減損
処理を行っております。 

 
 
 

 （金銭の信託関係） 

該当ございません。 
 
 
 

（税効果会計関係） 

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ次のとおりであります。 

  繰延税金資産 

貸倒引当金                     ３，４４４百万円 

      減価償却                        ５４８ 

有価証券減損処理                    ３１５ 

退職給付引当金                               ２９２ 

減損損失      ２８６ 

繰延資産                        ２７３ 

賞与引当金                       １５４ 

その他                         ４８２ 

  繰延税金資産小計                   ５，７９６ 

   将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額  △   １，０１９ 

  評価性引当額小計                △   １，０１９ 

  繰延税金資産合計                   ４，７７７ 

 

繰延税金負債 

その他有価証券評価差額金           △  ６，２３４ 

前払年金費用                 △  １，０９３ 

その他                    △     ２４ 

   繰延税金負債合計                △   ７，３５２ 

   繰延税金負債の純額               △   ２，５７４百万円 
 
 

（１株当たり情報） 

１株当たりの純資産額            ８，９１７円 ３１銭 

１株当たりの当期純利益金額           １７６円 ３４銭 
 
 

（重要な後発事象） 

連結財務諸表の注記事項（重要な後発事象）における記載事項と同一であるため、記載しておりません。 


